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１ 地域計画の位置付け

鳳来中部地域協議会は、この地域に住むすべての人が将来にわたって心豊かで、安心し

て暮らせるまちの実現に向け、鳳来中部地域計画を策定しました。

私たちが住む鳳来中部自治区には、少子高齢化に伴い地域行事や、団体の担い手不足、

地域防災力の低下、地域の伝統文化の衰退、高齢者の生活支援、地域資源の活用など、解

決すべき数多くの課題があります。

この地域計画は、人材や、自然、施設や予算など、鳳来中部自治区の貴重な資源を活用

し、交流にあふれたまちづくりを進めるための指針として位置られています。

地域計画をまちづくりに活かすため、鳳来中部自治区に住むすべての人と、地域に関わ

る団体や行政が一丸となり、目指す姿の実現に向けて取り組みましょう。

２ 地域計画の期間

この地域計画は平成３１年度（２０１９年度）から平成４０年度（２０２８年度）までの１０年間を

計画の期間とします。

計画期間を３期に分け、平成３４年度（２０２２年度）までを前期、平成３５年度（２０２３年度）

から平成３７年度（２０２５年度）までを中期、平成３８年度（２０２６年度）から平成４０年度（２０２８

年度）までを後期とします。また、それぞれの期間ごとに、計画の進捗状況を評価すると共

に、必要に応じて計画の見直しを図ります。

【計画の期間のイメージ】

３ 地域計画の対象

この地域計画の範囲は鳳来中部自治区とし、この地域に住む人、この地域で働く人、こ

の地域で活動する人を計画の対象とします。

第 １ 章 はじめに
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１ 鳳来中部自治区の概要

鳳来中部自治区は新城市に10ある地域自治区のひとつで、鳳来中部小学校区の長篠西

区、本郷区、内金区、富保区、蔵平区、小川区、栗衣区、大平区、本久区の 9つの行政区で構

成されています。

新城市の中東部に位置し、宇連川の両岸に集落や田畑、森林が広がる気候的にも穏やか

で住みやすい地域です。現在、自治区内には約３，１００人が生活しており、新城市役所鳳来

総合支所や、鳳来中学校等の公的施設や、病院、飲食店、駅やバスターミナル等があり、鳳

来地区の中心として重要な役割を果たしています。

また、長篠の戦いの地としても全国的な知名度は高く、日本百名城のひとつ長篠城跡や

医王寺、鳶が巣山をはじめとした多くの史跡が残っています。毎年5月5日には、長篠城趾

一帯で｢長篠合戦のぼりまつり」が開催され、全国から観光客が来訪する他、8月 15日の乗

本万灯や、3 月中旬の河津桜のトンネル等、地域の伝統や資源を活かした取り組みが行わ

れています。この他にもふれあいパークほうらいでは、スポーツ、音楽等の行事が開催さ

れており、年間を通じて多くの来訪者がある地域です。

鳳来中部自治区の中心を担う組織として、新城市の自治区制度が始まった平成 25年 4

月に、鳳来中部地域協議会が設置されました。地域で頑張る団体を支援する地域活動交付

金の審査や、地域が予算の使い道を考え、行政が予算を執行する自治区予算の編成等を

行うことで、よりよいまちづくりに貢献しています。

第 2 章 鳳来中部自治区の概要
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■第２章 地域の現状と課題

１ 人口の推移

○今住んでいる人の様子

現在、鳳来中部自治区には３，０９２人（平成３０年４月１日現在）が生活しています。

年代別の構成割合では、１４歳以下が１２％、１５歳から６４歳の生産年齢が５３．１％、６５歳以

上の高齢者が３４．９％で、各世代ごとの構成割合は、新城市全体での構成割合と近い値に

なっています。

人口構成割合を行政区別に比べてみると、長篠西区、本郷区、内金区、小川区の４地区の

年代別人口は比較的バランスが良い反面、富保区、蔵平区、栗衣区、大平区、本久区の５地

区は少子化・高齢化の傾向が見られます。富保区、大平区では６５歳以上の高齢者が、住民

全体の半数に迫る数値となっており、蔵平区、大平区、栗衣区では１４歳以下の割合が１０％

未満となっています。

○今後の予測

国勢調査の数値を基に、これからの鳳来中部自治区の人口の変化を推測しました。

２０１５年を基準として、２０３０年の人口は９１．８％、２０４５年には７３．６％、２０６０年には５６．

２％と段階的に減少してくと予測されます。

また、６５歳以上の高齢者の占める割合が非常に高くなり、少子高齢化がこれまで以上に

顕著に現れると予測されます。地域活動の担い手不足が深刻になるばかりか、高齢者が高

齢者を介護する老老介護や、地域防災力の低下等、より深刻な問題となる恐れがあります。

【2018 年 地区別年齢構成】（単位：人）
※住民基本台帳より（平成 30年４月１日現在）

鳳来中部自治区人口ピラミッド 行政区別人口構成割合

【2018 年 地区別年齢構成】（単位：人）
※住民基本台帳より（平成 30年 4月 1日現在）

第３章 地域の現状と課題
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鳳来中部地区人口の予測推移（2015 年国勢調査を元に推計）

鳳来中部人口ピラミッド（２０６０年予測）鳳来中部人口ピラミッド（２０４５年予測）

鳳来中部人口ピラミッド（２０１５年） 鳳来中部人口ピラミッド（２０３０年予測）



5

２ 地域の課題

地域の課題を抽出するため鳳来中部茶話会（平成３０年２月４日）を開催すると共に、地

域で活動する団体へのヒアリング調査（平成２９年１２月から平成３０年２月）を行いました。

地域の「良いところ」、「課題」、「解決方法」について、次のような意見が出されました。

【茶話会及びヒアリングで寄せられた主な意見】

良いところ 課 題 解決方法

人

柄

・

交

流

・人間性が豊かで住みやすい

・地域のコミュニケーションが良好

・女性とお年寄りが元気

・若者議会のメンバーが多い

・お菓子づくりや理髪などの特技

を持った人がいる

・学校、家庭、地域の関係が良い

・消防団が楽しい

・小中学生、高齢者のボランティア

活動が盛ん

・人の交流が少ない

・元気があるが公園がないため

発散する場所がない

・若い人の地域活動離れ

・隣の人の顔も見ない

・各行政区に壁がある

・敬老会は盛んだが若い世代と

の関わりがない

・村づきあいが多い

・多世代と交流できる場所がな

い

・交流の場所、機会を増やす

・行政区のお役の負担軽減

・高齢者が楽しめる旅行やレク

リエーションなどの行事

交

通

・比較的交通の便が良い

・バスターミナルがある

・新城インターから近い

・電車、バスの本数が少ない

・内金から富保にかけて歩道が

ない

・車がないと移動が困難

・駅まで遠い

・歩道の整備

・電車、バスの増便要望

・自家用車を利用した運送事業

・小型バスの運行

施

設

・学校、こども園、児童館がある

・支所、駅、病院、ふれあいパーク

等がある

・医療機関が充実している

・遊べる公園がない

・こどもの遊び場が少ない

・中部小学校体育館の老朽化

・図書館や公園が欲しい

・支所を中心とした再開発

・人が集まる憩いの場をつくる

・娯楽施設

・ふれあいパークに遊具を設置

・中学生の遊び場

・長篠西地区に公園

人

口

・年配者が多いが世帯数が微増

・長篠地区は住宅が増加

・少子高齢化が進んでいる

・若者の流出

・独身者が多い

・若い夫婦を増やす優遇対策

・お見合い、婚活

・住宅地の開発

・空き家の活用

・企業誘致

・準都市計画の規制緩和
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商

店

・店が多い

・食事のできる所がまとまっている

・コンビニやドラッグストアがある

・店が一部の地区に偏る

・スーパーがない

・買い物に車が必要

・居酒屋、喫茶店がない

・娯楽施設がない

・商店を増やす

・飲み屋で使える場所をつくる

・買い物の代行

・大規模商業施設の誘致

・大規模商業施設は不要

治

安

・治安がいい ・駅周辺や１５１バイパスなどの

通学路が暗い

・空き家の増加

・防犯灯の設置

・空き家の活用

消

防

・消防団が楽しい ・消防団員の確保が難しい

災

害

・大きな災害が少ない

・気候が穏やか

・避難所が鳳来中学校のみで乗

本地区に避難所がない

・防災訓練が各地区で個別に行

われている

・蔵平が地すべり危険箇所

・橋の倒壊による孤立の可能性

・乗本地区にも避難所を設ける

・橋の改修、更新

交

通

安

全

・交通事故が少ない 151 沿いの歩道が狭く段差が多

い

・こども園周辺の歩道が歩きに

くい

高

齢

者

・元気な高齢者が多い

・お年寄りによるこどもの見守り活

動

・独居高齢者の増加

・車がないと買い物に行けない

・高齢者が楽しめる旅行やレク

リエーションなどの行事

・高齢者が交流できる場所

こ

ど

も

・児童館が利用しやすい

・こども園に入園しやすく保育料も

安い

・小中学校が近くにある

・自然が多くのびのびと子育てが

できる

・こどもへの支援が不足

・学校の指導、声を掛けにくい

・あいさつできない親子がいる

・核家族の増加

・通学路が暗く登下校が心配

・こどもが自由に遊んだり勉強

したりできる場所づくり

・こどもの見守り活動

・通学路の安全対策

自

然

・山や川がきれい

・万灯山からの眺望がきれい

・常寒山登山者の増加

・浅間山のアスレチック

・河津桜のトンネルの知名度が向上

している

・医王寺の蓮

・木が多すぎ、手入れがゆき届

いていないため景観が損なわ

れている

・ゴミの投棄

・河原の形状が変化し遊べなく

なった

・針葉樹が多い

・川が見えるように木を切る

・川をきれいにして遊べる場所

にする

・針葉樹を伐採し、広葉樹に植え

替える
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地域計画策定作業部会では、これらの意見を元に検討を重ね、今後鳳来中部地区が目

指す「まちづくりのテーマ」と、課題解決のために取り組むべき「主な分野（取り組み方針）」

として、「暮らし」、「防災・安全」、「子育て」、「健康づくり」、「自然」、「歴史・伝統」の６つの分

野を定めました。それぞれの取り組み方針ごとに実施する具体的な活動（施策）及び実施

時期、実施主体については次章のとおりです。

■鳳来中部自治区茶話会の様子■

・星がきれい ・河津桜の駐車場やトイレが不

足している

・登山道、標識、見晴台等を整備

し山を活用する

・散歩コースの整備と PR

・鳳来中部を桃の里に

・ふれあいパークでグランピン

グ等のイベントを開催

歴

史

・

伝

統

・長篠の戦いに関する史跡がたく

さんある

・小学生によるガイド活動

・荏柄天神

・乗本万灯

・長篠陣太鼓

・地区の祭礼

・PR が不足している

・のぼりまつりの負担増加と集

客数の減少

・郷土資料の保存

・伝統行事や祭礼などの担い手

不足

・史跡の案内看板や散策路、櫓

等の整備

・ガイドマップや SNS 等を使った

情報発信

・キャラクターや土産品の開発

・ボランティアガイドの育成

・のぼりまつり以外のイベント
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■第３章 鳳来中部地域自治区が目指す将来像

１ まちづくりのテーマ

めざそう！人交密度No.１
～人が あつまる ふれあう つながる 鳳来中部～

鳳来中部地区に住む私たちひとりひとりが、「まちづくり」の主役です。

人と人とのふれあい、つながりを大切に、そこに集まる交流の輪を広げる「人交

密度」の向上こそが、これからの地域活性化の切り札と考えました。この地域に住

むすべての人が、将来にわたって心豊かで、安心して暮らすことができる鳳来中部

地域自治区の実現に向け、「共に」この地域計画を推進します。

２ 「まちづくりのテーマ」実現のための基本目標と取り組み方針

地域の課題を解決し、「まちづくりのテーマ」を実現するための「６つの基本目標」

を以下のとおり定めます。また「６つの基本目標」を達成するため、各基本目標ごと

に取り組み方針を定め、これに沿った施策（具体的な活動）を展開していきます。

（１）暮らしの分野

基本目標「共に集うまちづくり」

鳳来中部自治区全体のまちづくりについて考え、地域の交流促進による地域の

活性化を図ります。また、地域の拠点づくりや、景観の整備、保全を行うと共に、空

き家の活用について考え、豊かで快適な地域づくりを目指します。

取り組み方針１ 世代や地区をまたぐ交流事業への取り組み

取り組み方針２ 豊かで快適な地域づくりへの取り組み

（２）安心・安全の分野

基本目標「共に備えるまちづくり」

鳳来中部自治区全体の防災力を高める活動の展開や、人材の育成等により、

災害に強い地域づくりを図ります。また、交通安全や、防犯対策に地域で取り組むこ

とで、だれもが安心、安全に暮らせる地域づくりを進めます。

取り組み方針１ 災害に強い地域づくりへの取り組み

取り組み方針２ 交通安全や防犯対策への取り組み

第４章 鳳来中部自治区が目指す将来像
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（３）子育ての分野

基本目標「共に育てるまちづくり」

こどもの健やかな成長を促す取り組みにより、次の世代の担い手を育てる、地域

づくりを進めます。こどもが、のびのびと安全に、学び、育つ環境をつくるとともに、

子育て世代を地域で応援し、育児不安の解消や、交流の促進を図ります。

取り組み方針１ こどもの安全対策への取り組み

取り組み方針２ こどもが育つ場所づくりへの取り組み

取り組み方針３ 子育て世代を支える取り組み

（４）健康づくりの分野

基本目標「共に生きるまちづくり」

心身の健康は、心豊かな生活を支える基本となります。交流事業等を行うことで、

だれもが生きがいを持って、生活できる地域づくりを進めると共に、高齢者や、高

齢者の生活を支える取り組みを行い、元気に長生きできる地域を目指します。

取り組み方針１ 生きがいづくりと健康維持への取り組み

取り組み方針２ 高齢者の生活を支える取り組み

（５）自然の分野

基本目標「共に親しむまちづくり」

こども達が山や川、野原等の自然の中で遊ぶ機会が減少しています。自然を学

び、体験する機会を創ることで、安全に自然と親しむことができる地域を目指し

ます。また、歩道や看板等を整備することで、自然環境の活用に取り組みます。

取り組み方針１ 自然を学び体験する機会創出のための取り組み

取り組み方針２ 自然を活かした環境整備への取り組み

（６）歴史・伝統の分野

基本目標「共に学ぶまちづくり」

長篠の戦いをはじめとした多くの史跡があるほか、乗本万灯などの伝統的な行

事が行われている地域です。これらの歴史、伝統を学び、守り、次の世代へ継承す

ると共に、地域活性化の資源として、歴史を活かしたまちづくりに取り組みます。

取り組み方針１ 歴史・伝統を学び、次の世代へ受け継ぐための取り組み

取り組み方針２ 歴史・伝統を活かした地域活性化への取り組み

取り組み方針３ 伝統行事継承のための取り組み
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「共に」進めるまちづくり

この地域計画では、地域が目指す将来像として「めざそう！人交密度№１～人が

あつまる ふれあう つながる 鳳来中部～」をテーマとしています。

行政区や、地域活動団体などが行う様々な活動に、地域住民が主体的に参加す

ることで、「交流の場」が生まれます。交流の場の広がりは、更なる地域活性化に向

けた相乗効果を生み出します。

私たちひとり一人が、地域の主役となって「まちづくり」に関わり、「人交密度№１」

の実現を目指しましょう。

人交密度No.１
～人が あつまる ふれあう つながる 鳳来中部～

めざそめざそう！

交流の場

めざそう！

人交密度№１
～人が あつまる ふれあう つながる 鳳来中部～

地域住民
こども 若者 大人

高齢者共に親しむ

まちづくり
自然を学び体験する機会創出

自然を活かした環境整備

共に生きる

まちづくり
生きがいづくりと健康維持

高齢者の生活を支える

共に備える

まちづくり
地災害に強い地域づくり

交通安全や防犯対策

共に育てる

まちづくり
こどもの安全対策

こどもが育つ場所づくり

子育て世代を支える

共に学ぶ

まちづくり
歴史・伝統を学び次の世代へ受け継ぐ

歴史・伝統を活かした地域活性化

地域の伝統行事継承

共に集う

まちづくり
世代や地区をまたぐ交流事業

豊かで快適な地域づくり
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■第４章 私たちが取り組む主な施策

１ 各分野の主な施策

基本目標と取り組み方針に沿って取り組む、主な施策（具体的な活動）について

以下の３７項目を挙げました。

（１）暮らしの分野 「共に集うまちづくり」

①世代や地区をまたぐ交流事業への取り組み

②豊かで快適な地域づくりへの取り組み

施策 施策の概要
いつ だれ

前
期
中
期
後
期
地
域
協
働
行
政

鳳来中部まちづくり推

進体制の検討

鳳来中部地区全体のまちづくりについて

考え、実行するための体制づくりに向けた

検討

○ ○

公民館をまたぐ合同事

業の実施

行政区や公民館をまたぐ合同事業の実施

による住民交流の活性化 ○ ○

施策 施策の概要
いつ だれ

前
期
中
期
後
期
地
域
協
働
行
政

鳳来中部地区交流拠点

整備に向けた提言

鳳来総合支所周辺開発に併せた鳳来中部

地区交流活動拠点整備に向けての提言 ○ ○

施設等の有効活用 地域内にある施設をより幅広く活用するた

めに必要な整備の実施 ○ ○

快適な景観の整備と保

全

草刈りなどの景観保全と、灯りやベンチ等

による人が集う賑やかで快適な地域づく

りの推進

○ ○

空き家の活用による地

域の活性化

利用可能な空き家の情報の収集や、地域

活動の場、移住定住の受け入れ先としての

活用

○ ○

第５章 私たちが取り組む主な施策
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（２）安心・安全の分野 「共に備えるまちづくり」

①災害に強い地域づくりへの取り組み

②交通安全や防犯対策への取り組み

施策 施策の概要
いつ だれ

前
期
中
期
後
期
地
域
協
働
行
政

鳳来中部地区全体での

防災活動の展開

鳳来中部地区全体で防災について考え、

実践するための体制づくりと活動の実施 ○ ○

防災力強化のための人

材育成

防災士の育成と活用による防災力の強化、

及び防災活動の活性化 ○ ○

実践的な防災訓練の実

施

各自主防災会で実施されている防災訓練

の見直しによる地域防災力の強化 ○ ○

災害時要援護者への支

援

災害時要援護者の状況把握と、災害時の避

難支援方法の検討と実践 ○ ○

施策 施策の概要
いつ だれ

前
期
中
期
後
期
地
域
協
働
行
政

情報発信等による啓発

活動

安全マップの作成等による危険箇所や安

全に関する啓発活動の実施 ○ ○

危険箇所の解消による

安全な地域づくり

カーブミラーや、安全灯の設置等による危

険箇所解消のための整備 ○
○

交通マナー向上に向け

た取り組み

キャンペーン活動等による交通マナー向上

に向けた取り組みの実施 ○ ○

高齢者の犯罪被害防止

への取り組み

地域での見守り等による高齢者の犯罪被

害防止に向けた取り組みの実施 ○ ○
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（３）子育て分野 「共に育てるまちづくり」

①こどもの安全対策への取り組み

②こどもが育つ場所づくりへの取り組み

③子育て世代を支える取り組み

（４）健康づくりの分野 「共に生きるまちづくり」

①生きがいづくりと健康維持への取り組み

施策 施策の概要
いつ だれ

前
期
中
期
後
期
地
域
協
働
行
政

こどもの安全のための

見守り活動

地域住民の見守りによる登下校時の交通

安全、防犯対策への取り組み ○ ○

こどものための安全教

育活動

安全教育や防犯マップづくりなどによる自

分の身を守るための安全教育の実施 ○ ○

施策 施策の概要
いつ だれ

前
期
中
期
後
期
地
域
協
働
行
政

こどもの遊び場、勉強の

場の確保

地域内にある施設や空き家等をこどもが

自由に使える場所として活用するための

環境整備

○ ○

こどもが集まる地域行

事の開催

中部地区全体でこどもが集まる地域行事

の実施 ○ ○

施策 施策の概要
いつ だれ

前
期
中
期
後
期
地
域
協
働
行
政

子育て支援事業 地域で子育てについて学び、相談できる子

育て教室などの交流事業の実施 ○ ○

施策 施策の概要
いつ だれ

前
期
中
期
後
期
地
域
協
働
行
政

心の健康づくりのため

の取り組み

ストレス解消や心の健康づくりのための映

画鑑賞会やコンサートなどの文化的事業の

実施

○ ○
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②高齢者の生活を支える取り組み

（５）自然の分野 「共に親しむまちづくり」

①自然を学び体験する機会創出への取り組み

健康な体作りのための

取り組み

運動不足の解消のための体を動かす行事

や、食の健康を考える食育教室などによる

体の健康づくり事業の実施

○ ○

高齢者の健康維持と交

流活動

地域でのミニデイ事業等の実施による高

齢者の引きこもり防止、健康維持、交流の

場となる活動の展開

○ ○

高齢者とこどもの伝承・

交流活動

伝承教室などのグループ活動への支援に

よる世代間交流による生涯学習の推進 ○ ○

施策 施策の概要
いつ だれ

前
期
中
期
後
期
地
域
協
働
行
政

高齢者の生活支援のた

めの活動

買い物やゴミ出し等、高齢者の日常的な困

りごとを支援する活動の実施 ○ ○

介護する人を支える活

動

地域での認知症サポーターの育成や、介

護する人の勉強会などを開催し介護者の

負担軽減

○ ○

施策 施策の概要
いつ だれ

前
期
中
期
後
期
地
域
協
働
行
政

自然を学ぶ勉強会の開

催

地域の自然を守り、育てる心の醸成のため

の植物、生物を学ぶ自然勉強会の開催 ○ ○

遊びの中で自然とふれ

あい体験する機会の創

出

川遊び、山遊びなどの体験会を開催するこ

とで、自然にふれあう機会の創出と安全へ

の知識の習得

○ ○
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②自然を活かした環境整備への取り組み

（６）歴史・伝統の分野 「共に学ぶまちづくり」

①歴史・伝統を学び、次の世代へ受け継ぐための取り組み

②歴史・伝統を活かした地域活性化への取り組み

施策 施策の概要
いつ だれ

前
期
中
期
後
期
地
域
協
働
行
政

ウォーキングコース等の

整備

地域住民が自然を身近に感じ、活用するこ

とができるウォーキングコース等の整備 ○ ○

休耕地の利活用 休耕地を活用した景観植物の植栽等によ

る環境整備 ○ ○

木・花の看板づくり 自然に親しむ地域づくりのための木や花へ

の看板設置 ○ ○

施策 施策の概要
いつ だれ

前
期
中
期
後
期
地
域
協
働
行
政

歴史に関する勉強会の

開催

地域の歴史を次世代に伝えるための郷土

史勉強会の開催 ○ ○

郷土資料の調査保存と

公開

各地域で保存されている郷土資料の調査

と、整理保存、公開 ○ ○

施策 施策の概要
いつ だれ

前
期
中
期
後
期
地
域
協
働
行
政

中・高校生のボランティ

アガイド育成

鳳来中部小学校ちびっ子ガイドの経験を活

かした、中・高校生による長篠城趾及び周

辺史跡ボランティアガイドの育成と組織化

○ ○

パンフレット等の作成に

よる情報発信

長篠城趾を中心とした史跡や、歴史に関す

る地域の活動を紹介するガイドマップ等の

作成による情報発信

○ ○
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③地域の伝統行事継承のための取り組み

２ 主な施策と実施時期

史跡周辺の環境整備 史跡案内のための案内板等の設置、歩道

等の維持整備による史跡周辺の環境整備 ○ ○

のぼりまつりの今後に

ついての検討

のぼりまつりの持続可能性や新たな魅力

創出等、今後のあり方についての検討 ○ ○

施策 施策の概要
いつ だれ

前
期
中
期
後
期
地
域
協
働
行
政

伝統行事の継承 各地域の伝統行事への支援と担い手の育

成による活性化の促進 ○ ○

前期（１年目～４年目） 中期（５年目～７年目） 後期（８年目～１０年目）

暮

ら

し

・公民館をまたぐ合同事業

の実施

・鳳来中部地区交流拠点に

向けた提言

・施設等の有効活用

・空き家の活用による地域

の活性化

・鳳来中部まちづくり組織の

検討

安

心

・

安

全

・鳳来中部地区全体での防

災活動の展開

・防災力強化のための人材

育成

・情報発信等による啓発活

動

・実践的な防災訓練の実施

・災害時要援護者への支援

・交通マナー向上に向けた

取り組み

・高齢者の犯罪被害防止へ

の取り組み

子

育

て

・こどもの安全を守る見守り

活動

・こどものための安全教育

活動

・こどもの遊び場、勉強の場

の確保

・こどもが集まる地域行事

の開催

・子育て支援事業
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健

康

づ

く

り

・心の健康づくりのための取

り組み

・高齢者とこどもの伝承・交

流事業

・健康な体作りのための取り

組み

・高齢者の健康維持と交流

事業

・高齢者の生活支援のため

の活動

・介護する人を支える活動

自

然

・ウォーキングコース等の整

備

・休耕地の活用

・自然を学ぶ勉強会の開催

・自然とふれあい体験する

機会の創出

・木や花の看板づくり

歴

史

・

伝

統

・歴史に関する勉強会の開

催

・中高生のボランティアガイ

ド育成

・パンフレット等による情報

発信

・史跡周辺の環境整備

・伝統行事の継承

・のぼりまつりの今後につい

ての検討

・郷土資料の調査保存と公

開
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■第５章 まちづくりの推進に向けて

１ 役割分担と推進体制

鳳来中部自治区が、この地域計画に沿ってまちづくりを進めるためには、地域住

民、行政区、活動団体、行政等が役割を理解し、主体的に取り組むことが必要です。

それぞれの立場で役割を果たしながらまちづくりを推進します。

（１）地域住民の役割

鳳来中部自治区の主役として、地域の活動に参加するなど、それぞれの立場か

らまちづくりに主体的に取り組みます。また、身近な問題や意見などを行政区に伝

え、地域の問題、意見として共有します。

（２）行政区の役割

区民の意見を広く聞き入れ、地域の意見として活動に活かすと共に、地域行事な

どの情報発信に努める等、住民がより参加しやすくなる仕組み作りについて負担に

ならない範囲で考えます。また、自治区全体の活動に支援、協力します。

（３）地域で活動する団体の役割

それぞれ団体が得意な分野を活かし、まちづくりの一員として積極的に活動しま

す。また、情報発信や、他の団体との連携により活動の輪を広げ、より多くの人が活

動に協力できる方法や、活動の継続に向けて考えます。

（４）行政の役割

幅広い情報発信に努め、より多くの人がまちづくりに携わることができるよう、

積極的な働きかけを行います。また、地域の意見や問題を共有し、関係機関との連

携や、施設、制度の活用などによりまちづくりを支援します。

２ 地域計画推進委員会の役割

地域計画に沿ったまちづくりの推進を図るため、鳳来中部地域協議会に、地域計

画推進委員会（仮称）を組織します。

この推進委員会では、進捗状況の進捗管理や見直しを行うと共に、計画の推進

に向けて、人材の発掘や、情報発信、新たな取り組みへの働きかけ等を行うことで、

まちづくりを牽引していきます。

第６章 地域計画の推進体制
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■参考資料 鳳来中部地域計画策定の経過

鳳来中部地域計画の策定は、鳳来中部地域計画策定作業部会を中心に、地域の

現状や課題の解決に向け検討を重ねてきました。

計画策定までの経過及び地域計画の策定を行った委員については、以下のとお

りです。

【鳳来中部地域計画策定の経過】

平成 28年度

平成 28 年 10 月 28 日 平成２９年度鳳来中部自治区予算にて地域計画策定のための予算

を建議

平成 29 年度

平成 29 年 4月 14 日 第１回地域協議会にて地域計画策定分科会及び作業部会の設置を

承認

平成 29 年 8月 5日 講演会「地域計画ってなに？」開催

講師：鈴木誠氏 会場：新城市開発センター 大会議室

平成 29 年 9月 6日 地域計画策定に係る勉強会

場所 新城市開発センター 大会議室

平成 29 年 9月 29 日 第 1回地域計画策定分科会

内容 正副分科会長の選出

平成 29 年 10 月 2 日 第 1回地域計画策定作業部会

内容 正副作業部会長選出、地域の現状把握

平成 29 年 10 月 23 日 第 2回地域計画策定作業部会

内容 市民満足度調査アンケート等に対する意見交換

平成 29 年 11 月 27 日 第 3回地域計画策定作業部会

内容 住民意見交換会（茶話会）について

平成 29 年 12 月 18 日 第 4回地域計画策定作業部会

内容 住民ヒアリングについて、茶話会について

平成 29 年 12 月から

平成 30 年 2月

地区住民へのヒアリングの実施

平成 30年 1 月 22 日 第 5回地域計画策定作業部会

内容 ヒアリングの実施状況、茶話会実施方法について

平成 30年 1 月 29 日 第 6回地域計画策定作業部会

内容 茶話会の実施方法について

平成 30年 2月 4日 鳳来中部地区茶話会開催

場所 新城市開発センター 大会議室 参加人数 54人

参考
資料 参考資料
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平成 30年 2月 15 日 第 7回地域計画策定作業部会

内容 茶話会及びヒアリングの結果について、

平成 30 年 3月 5日 第 8回地域計画策定作業部会

内容 地域計画方針案の検討について

平成 30年 3月 26日 第 9回地域計画策定作業部会

内容 地域づくりの目標検討、策定スケジュールについて

平成 30年度

平成 30 年 5月 28 日 第 1回地域計画策定分科会

内容 正副部会長選出

第 1回地域計画策定作業部会

内容 基本目標、取り組み方針の検討について

平成 30年 6月 25日 第 2回地域計画策定作業部会

内容 基本目標、取り組み方針の検討について

平成 30年 7月 20 日 第 3回地域計画策定作業部会

内容 施策の検討について

平成 30年 8月 20 日 第 4回地域計画策定作業部会

内容 施策の検討について

平成 30年 9月 10 日 第 5回地域計画策定作業部会

内容 推進計画の決定について

平成 30年 10 月 15 日 第 6回地域計画策定作業部会

内容 推進計画の確認、テーマについて

平成 30年 11 月 12 日 第 7回地域計画策定作業部会

内容 推進体制の検討、テーマの決定について

平成 30年 11 月 16 日 第 8回鳳来中部地域協議会

内容 地域計画策定状況の報告について

平成 30年 12 月 17 日 第 8回地域計画策定作業部会

内容 鳳来中部地域計画（案）の決定について

平成 31 年 1月 15 日 鳳来中部地域計画意見募集（パブリックコメント実施）

募集期間 平成 31 年 1月 15 日から 2月 8日まで

平成 31 年 2月 日 第 9回地域計画策定作業部会

内容

平成 31 年 3月 日 第１０回鳳来中部地域協議会

内容 鳳来中部地域計画の承認
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【鳳来中部地域計画策定作業部会委員】

【鳳来中部地域活動支援員】

氏 名 行政区 備考

潤 実 香 本 郷

豊田 英之 本 郷

野澤 美紀 本 郷
地域計画作業部会副部会長（平成 29、30 年度）
A 班班長

片桐 美穂 内 金
B班班長

鈴木 浩二 富 保

橋本 尚代 小 川

西野 昌曉 蔵 平

阿部 和子 本 久
C班班長

原田 裕也 本 久

菅沼 澄夫 小 川
鳳来中部地域協議会会長（平成 29 年度）

丸山 俊治 富 保
地域計画策定作業部会長（平成 29 年度）
鳳来中部地域協議会会長（平成 30 年度）

小倉 光宣 蔵 平
鳳来中部地域協議会副会長（平成 30年度）

原田 隆男 本 久
鳳来中部地域協議会委員（平成 30 年度）

鈴木 健一 本 郷
鳳来中部地域協議会副会長（平成 29 年度）
地域計画策定作業部会長（平成 30 年度）

橋本 有希子 小 川
鳳来中部地域協議会委員（平成 30 年度）

氏 名 所 属 担当行政区

請井 貴永 総務部行政課

長篠西、本郷

山 本 淳 産業振興部森林課

瀬野尾 充彰 上下水道部整備課

大蔵 功幸 産業振興部商工政策課

瀬野尾 知宏 総務部税務課

和田 直人 企画部まちづくり推進課
内金、富保

筒井 篤史 総務部防災安全課

阿部 和弘 総務部情報システム課 蔵平、小川、栗衣

大平、本久野澤 尚史 市民病院経営管理部総務企画課
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鳳来中部地域協議会
〒441-1692
愛知県新城市長篠字下り筬 1-2

（鳳来総合支所内）

TEL：0536-22-9932
FAX：0536-32-1170
メール：hourai-jichi@city.shinshiro.lg.jp

人交密度No.１
～人が あつまる ふれあう つながる 鳳来中部～

めざそう！めざそう！


